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第 6章 赤 潮 
 

1．沿 革 

 1） 赤潮の発生記録 

 わが国では，古くから海水・淡水ともに赤潮が発生していたようである。 

 岡市友利編『赤潮の科学』5）によれば，641（舒明13）年に茨田池というところで水が藍色に変わ 

り，魚が死んだ ―― 旨の記録が『大日本史』にあるという。わが国での淡水赤潮の最初の記録であ 

る。また，水産庁など編『赤潮パンフレット』2）によれば，奈良時代初期の731（天平3）年6月に 

紀伊国（現在の和歌山県）の沿岸の海水が突然血のように変わり，この状態が5日間も続いた ――  

との記述が『続日本紀』にある。 

 以下，近代に入ってからの赤潮発生の記録や研究を列記する。 

1900（明 33）年 静岡県江之浦の赤潮が夜光虫によることを西川藤吉が初めて発表 5）。 

1903（明 36）年 三重県浜島湾の赤潮で真珠貝の被害大と三重水試が報告 5）。 

1955（昭 30）年 このころから瀬戸内海，東京湾で赤潮の発生が多く見られるようになった 2）。 

1957（昭 32）年 9月徳山湾に発生した赤潮が漁業に被害を与え，大がかりな調査が行われた。 

 本格的な赤潮発生機構の調査として最初 3）。「富栄養化と関係あり」5）といわれている。 

1965（昭 40）年 赤潮発生が急増してきた 2）。 

1966（昭 41）年 赤潮に関する研究協議会開催 5）。農林水産業特別試験研究で「赤潮発生要因に関 

 する研究」開始 5）。「内湾赤潮の発生機構」（1972）として結果発表 5）。 

1972（昭 47）年 7～8月播磨灘でホルネリア赤潮により養殖ハマチ約1,400万尾斃死 2）。 

 赤潮被害防止対策事業の一部として赤潮情報交換事業が瀬戸内海で始まる 5）。 

1976（昭 51）年 赤潮予察調査事業（水産庁）始まる 5）。 

1977（昭 52）年 秋，赤潮研究会設置（水産庁・環境庁）4）。 

1978（昭 53）年 赤潮対策技術開発試験がスタート 5）。 

 2） 鹿児島県における赤潮発生と対策 

 鹿児島湾の赤潮が問題にされるようになったのは，1977（昭52）年 6月におけるシャツトネラ赤潮 

の発生以来である。それまでは1月から5月ごろにかけて，夜光虫赤潮が認められる程度であった。 

1971（昭 46）年 5月に大規模な夜光虫赤潮が発生したが，それにしても記録の上では1ml当たり630 

細胞程度で，同時期の播磨灘でしばしば1ml当たり数千細胞の夜光虫赤潮が発生していたことと比較 

すれば，赤潮はそれほど大きな問題ではなかったといえよう 5）。 

 1976（昭51）年から1995（平7）年までの20年間に鹿児島県沿岸で発生した赤潮は，34種類の赤潮 

生物により184件。年々多種多様化の様相を呈している 7）。 

1976（昭 51）年 八代海で9月 5～12日コックロディニウム赤潮発生。ハマチ・2年ブリに初めて被 

害がでる 6）。 

1977（昭 52）年 鹿児島湾のホルネリア赤潮（当時の呼称）について，水産庁委託事業で。発生原 

 因調査を実施。→水産庁は『鹿児島湾赤潮発生原因調査研究報告－昭和52年 6月発生のホルネ 

 リア赤潮－』として取りまとめ報告 8）。 

 鹿児島湾赤潮予察調査始まる 9）。 

1979（昭 54）年 赤潮対策技術開発として粘土散布の試験が開始された 10）。 

1982～'83（昭57～58）年 赤潮対策の一環として沿岸漁業振興対策パイロット整備事業 － 八代海 
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 東町漁協・鹿児島湾垂水漁協に粘土散布機・粘土保管倉庫設置事業   が実施される。 

 ・漁業被害を伴った赤潮は20年間で9種類の30件・被害総額は33億円に達している 7）。 

 このうち瀬戸内海でホルネリア赤潮と呼ばれていたシャツトネラ・アンティカおよび熊野灘や豊 

 後水道で多大の被害をもたらしているギムノディニウム・ミキモトイ（旧ナガサキエンセ）は次第 

 に南下する傾向にあり，八代海においてもシャツトネラ・アンティカが1988（昭 63）年から頻繁に 

 漁業被害を伴った赤潮を形成するようになり，ギムノディニウム・ミキモトイも1989（平元）年に 

 赤潮を形成して漁業被害をもたらした。鹿児島湾内においても，ごく普通に見られていたセラチウ 

 ム・フススやディステファヌスが赤潮となり，漁業被害をもたらすようになった。1995（平7）年 

 4月にはヘテロシグマ・アカシオが湾奥全域に濃密な赤潮を形成，本県過去最高の 10億円の漁業被 

 害をもたらした。 

 3） 1977～'96（昭 52～平 8）年の鹿児島県水試における各種試験の概要 8）。 

1977（昭 52）年 鹿児島湾赤潮発生原因調査研究→水産庁の委託により水試・鹿大・香川大・西海区 

 水研がチームを作って調査し，総合的に考察した。 

 [赤潮発生環境調査・赤潮生物の生理生態学的研究等] 8）。 

 赤潮予察調査事業を鹿児島湾で開始，現在に至る。 

1978（昭 53）年 赤潮予察調査事業を八代海でも開始，現在に至る 11）。 

 九州西部5県（鹿児島・熊本・佐賀・長崎・福岡）で赤潮情報交換事業が始まり，現在に至る。 

1979（昭 54）年 水産庁委託水産業振興事業委託費による赤潮対策技術開発試験として「粘土散布に 

 よる赤潮緊急沈降試験」を開始。→1982（昭 57）年赤潮対策技術マニュアルを作成 12）。 

1982（昭 57）年 水産庁委託水産業振興事業委託費によって赤潮対策技術開発試験として「魚介類斃 

 死防止技術開発試験」を開始。→1984（昭 59）年 3カ年の取りまとめ，シャツトネラ赤潮による魚 

 類斃死機構について発表（表3）13）。 

1984（昭 59）年 池田湖のペリディニウム・ビペス赤潮を対象とした赤潮予察調査事業開始 14）。 

 ただし，以後発生みられず，1987（昭 62）年から同湖の予察調査は中止。 

 3月赤潮調査研究グループで『鹿児島県の赤潮』発行 15）。 

1985（昭 60）年 水産庁委託水産業振興事業委託費によって赤潮対策技術開発試験として漁場環境 

 保全技術開発総合試験 ―― 内湾における漁場環境の総合試験 ―― 鹿児島湾奥海域の総合的 

 な保全技術の開発を図る試験を開始。鹿児島大学・宮崎大学と共同実施 16）。 

 （内容）1． 有害赤潮防除実用化試験  2． 赤潮の毒性に関する試験 

     3． 低酸素に関する試験    4． 固形飼料による汚染負荷軽減実証試験 

1990（平 2）年 同上試験の内容を，一部改変して実施。 

 （内容）1． 有害赤潮防除実用化試験  2． 赤潮の毒性に関する試験 

     3． 赤潮の発生環境に関する試験 

1991（平 3）年 同上試験をシャットネラ赤潮被害防止技術開発試験として継続，一部内容改変。 

  九州西岸域シャットネラ赤潮広域共同調査開始 →橘湾・有明海・八代海域 － '98年まで実 

 施予定 17）。 

1995（平 7）年 『鹿児島県の赤潮』を改編して発行 18）→（改訂版）。 

 

 

 



 －721－ 

2．赤潮調査事業と赤潮対策技術の現況と今後の課題 

 1） 現在の赤潮情報調査事業と赤潮対策調査事業 

 赤潮情報交換事業・赤潮予察調査事業は現在も継続して実施しており，赤潮生物細胞の増加兆候等 

を把握した場合は，鹿児島県水試が中心となって，速やかに赤潮注意報あるいは赤潮発生警報を出し 

て注意を促し，被害を最小限にする努力をしている。赤潮の対象種により被害防止対策の技術につい 

ても指導を行っている。 

 ・各県で実施されてきた富栄養化・赤潮対策技術は数多くある。表3にそれら各対策技術とその狙 

いを，負荷軽減対策，水・底質改良対策，発生赤潮対策に分類して示した。対策を必要とする海城は 

多種多様であり，各海域毎の漁場特性に応じた対策技術が選ばれ，漁場環境の維持・保全・改良策と 

して実施されている 19）。 

 そこで図1の対策を講じる過程の中に，表3に示した各種対策技術を当てはめてみた。 

 図 1では，左側に対策を講じる過程を，右側に対策技術を当てはめている。ただし，対象とする海 

域は一般的に次のような条件の海域であるとした。 

  ①内湾魚介類養殖場で自家汚染が進行している。 

  ②夏期成層期に底層が貧酸素化したり赤潮が発生する。 

 図 1の左側の流れは，次のことを説明している。 

 富栄養化が進行する過程には海域の自浄能力を越える汚染負荷があったとされる。したがって， 

対策を考える時にはまず，汚染負荷を抑制することを考えるべきである。 

 一定のレベル，すなわち海域の自浄能力を越えないところまで汚染負荷を抑制することが困難であ 

れば，その海域は，すでに根本的対策を必要としている。もちろん根本的対策を実施した後も，負荷 

を軽減する努力を行うことが望ましい（ラインＡ，Ａ'）。 

 一方，根本的対策として位置づけた各技術は，数年にわたっての大規模な事業となり，成果を得る 

ためには多額の事業費を要する。また，それぞれが適用しうる海域も限定される。 

 そこで，対策を講じる過程の中で，漁業者自身が漁場を管理しながら，自身で実施できる水・底質 

改良対策や発生赤潮対策を検討する必要があり（ラインＢ，Ｂ'），これらの対策が重要となっている。 

 しかし，現在我々が持っている水・底質改良対策も，それぞれが個別の狙いを持ち（表3），そ 

の効果には限界がある。したがって，それぞれの狙いを持った個別の技術を組み合せて行えば互い 

の効果を助長・補完し，周年にわたった有効な対策となり得る。 

 2） 今後の課題 

 赤潮が多種多様化するとともに，今までに見られなかった赤潮がいつ，どこで発生するか全く余断 

を許さない状況にある。いつでも，早急に対応できる体制を整備しておくことが重要である。 

 赤潮情報交換・赤潮予察調査による漁業被害の未然防止と軽減対策はもちろんであるが，軽減対策 

として物理・化学的方法だけでなく，環境にやさしい微生物農薬 20）。－植物プランクトン・細菌・ウ 

イルス等 ―― による赤潮の阻止阻害抑制の研究も展開されるべきであろう。 

 今後は赤潮の発生を未然防止するための技術開発，特に海域の富栄養化防止対策を早急に確立しな 

ければならない。 
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図1．対策を講じる過程とその対策 
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表1．鹿児島県の赤潮 ―― 種類別リスト 7) 

I．藍藻綱 
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表3．各種対策技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 （九万田 一巳） 


